
様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  メンテナンス・マネジメント・サービス契約

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

住友三井オートサービス株式会社

契 約 金 額  ２，０４８，２００円

契 約 締 結 日  令和６年９月１日

契 約 期 間 令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、車両メンテナンス管理業務の一括アウトソーシン

グを行うものである。

 本件は、光市民間提案制度において、民間事業者が持つア

イデアやノウハウを取り入れた、市民サービスの向上や業務

効率化につながる提案を事業化したものであり、契約の相手

方が提案者に限定されるため、上記の者と随意契約を締結す

るもの。

契約事務の担当課等  財政課

備       考

1



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  文書管理システム導入に伴う改修作業業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ２，７８３，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、令和７年度に稼働予定である文書管理システム

の改修を行うものである。

上記の者が当該システムの導入及び設定を行っており、他

者ではシステムの調整、障害時の速やかな対応ができない。

また、当該システムソフトウェアの設定等の内容を把握して

いない他者では業務の履行ができないため、上記の者と随意

契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  情報・ Ⅹ推進課

備       考

2



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 基幹系クライアント仮想デスクトップ用ウィルス対策ソ

フトウェア更新業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ６２７，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２９日

契 約 期 間 令和６年８月２９日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、本市の情報機器のセキュリティを確保し、円滑

な運用及び良好な状態を維持するものである。

 上記の者が当該基幹系システム（住民記録、税、住民福祉

等）の導入及び設定を行っており、他者ではシステムの調整、

障害時の速やかな対応ができない。また、当該システムソフ

トウェアの設定等の内容を把握していない他者では業務の

履行ができないため、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  情報・ Ⅹ推進課

備       考

3



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
令和６年度光市統合型ＧＩＳシステムデータ更新業務委

託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市神田町５番１１号

アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額 ３，３００，０００円

契 約 締 結 日 令和６年７月１日

契 約 期 間 令和６年７月１日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、令和７年度課税に向けて、課税客体を把握するた

めの基礎資料として必要となる地番図等の修正を行い、固定

資産評価業務に使用する統合型ＧＩＳシステムに反映させ

るものである。

業務の実施に当たっては、上記の者が当該システムの開発

者であり、システム構造を知り得る者でなければ、本業務の

履行は不可能であることから、上記の者と随意契約を締結す

るもの。

契約事務の担当課等  税務課

備       考

4



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  令和６年度光市特定健康診査（集団）業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市吉敷下東三丁目１番１号

公益財団法人山口県予防保健協会

契 約 金 額 ７０３，４１７円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月１９日

契 約 期 間 令和６年９月１日から令和７年１月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、光市国民健康保険第３期データヘルス計画兼第

４期特定健康診査等実施計画に基づき、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）による生活習慣病の予防及び改善

を図るため、特定健康診査等を集団方式で行うものである。

業務の実施に当たっては、本業務とがん検診の集団健診を

同日開催し、がん検診の集団健診に従事する医師を特定健診

と兼務させることにより、被保険者の利便性の向上が図られ

ることから、今年度がん検診の集団健診を実施する上記の者

と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  市民課

備       考 単価契約 基本項目検査７，５９０円／件、他５項目

5



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 社会保障・税番号制度システム戸籍対応業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額 １１，４７３，０００円

契 約 締 結 日 令和６年９月２７日

契 約 期 間 令和６年９月２７日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、戸籍情報システムに、戸籍への氏名の振り仮名

を追加するための機能整備に係る改修を行うものである。

 本システムは、上記の者が機器の設定やシステムの構築を

行っていることから、システムのメンテナンスや障害発生時

の速やかな対応が可能な唯一の者であるため、随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  市民課

備       考

6



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 社会保障・税番号制度システム対応業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額 １５，９０８，２００円

契 約 締 結 日 令和６年９月２７日

契 約 期 間 令和６年９月２７日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、戸籍への氏名の振り仮名を追加するに当たり、

戸籍附票システム及び住民基本台帳システムの情報を戸籍

情報システムと連携させるための機能整備に係る改修を行

うものである。

 これらのシステムは、上記の者が機器の設定やシステムの

構築を行っていることから、システムのメンテナンスや障害

発生時の速やかな対応が可能な唯一の者であるため、随意契

約を締結するもの。

契約事務の担当課等  市民課

備       考

7



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係るシステ

ム改修業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 広島県広島市中区八丁堀３番３３号

 株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ４，３８３，５００円

契 約 締 結 日  令和６年７月３日

契 約 期 間 令和６年７月３日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に当

たり、制度改正に伴う各種帳票の出力対応等が必要となるこ

とから、基幹系業務システムの改修を行うものである。

 業務の実施に当たっては、上記の者が機器の設定やシステ

ムの構築を行った者であり、他者に改修業務を履行させた場

合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所在が不明

確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるため、上記

の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  市民課

備       考

8



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 光市地域づくり支援センタ－情報展示コーナー空調機更

新業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市室積四丁目１０番５号

株式会社タムラ商事

契 約 金 額  １，３３８，７００円

契 約 締 結 日 令和６年７月２５日

契 約 期 間 令和６年７月２５日から令和６年８月１６日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、光市地域づくり支援センター情報展示コーナー

の空調機が故障したため、空調機を更新するものである。

 更新に当たっては、本情報展示コーナーは、地域住民等が

市民活動等で利用するだけなく、熱中症特別警戒アラート時

にクーリングシェルターとして使用するため、施設利用者の

体調管理の観点から早急な対応が必要であり、入札を執り行

ういとまがないことから、本業務の履行が可能な者から見積

りを徴し、安価な価格を提示した者と随意契約を締結するも

の。

契約事務の担当課等  地域づくり推進課

備       考

9



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金システ

ム対応業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ２，７７２，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月２日

契 約 期 間 令和６年７月２日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、令和６年度に新たに住民税が非課税又は均等割

のみ課税となる世帯に対する給付を実施するため、基幹系業

務システムの改修を行うものである。

業務の実施に当たって上記の者は、現在導入している基幹

系業務システムを開発した者であり、他者に改修業務を履行

させた場合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所

在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるた

め、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  福祉総務課

備       考

10



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  調整給付金システム対応業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ２，４０３，５００円

契 約 締 結 日  令和６年７月２日

契 約 期 間 令和６年７月２日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、定額減税しきれないと見込まれる方に対する給

付（調整給付金）を実施するため、基幹系業務システムの改

修を行うものである。

業務の実施に当たって上記の者は、現在導入している基幹

系業務システムを開発した者であり、他者に改修業務を履行

させた場合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所

在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるた

め、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  福祉総務課

備       考

11



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  新紙幣対応自動券売機

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口県光市虹ケ浜三丁目４番８号

株式会社三知

契 約 金 額  ２，８６０，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月１９日

契 約 期 間 令和６年７月１９日から令和６年１２月２７日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、令和６年７月に発行された新紙幣に対応する自動

券売機を購入するものである。

 令和６年６月４日に入札執行予定であったが、入札参加業

者が１者となったため中止となった。そのため、指名替えを

行い、再度７月９日に入札執行予定であったが、入札参加業

者が１者となったため中止となった。

このことから、地方自治法施行令の規定に基づき、業者選

定の方法を随意契約の方法に移行することとし、辞退をしな

かった上記の者から見積書を徴取し、見積金額が入札時の予

定価格の範囲内であることを条件として、随意契約を締結す

るもの。

契約事務の担当課等  福祉総務課

備       考

12



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 光市三島温泉健康交流施設洋風呂大ろ過・オーバーポン

プ等修繕業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市西区三篠町三丁目１２番２１号 第２ベル

ビィ三篠

テラル株式会社中国支店

契 約 金 額  １，１４４，４４０円

契 約 締 結 日  令和６年７月２３日

契 約 期 間 令和６年７月２３日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、三島温泉健康交流施設の洋風呂大のろ過ポンプ

及びオーバーポンプが経年により劣化していることから、交

換するものである。

 当該ろ過ポンプ等の交換は、専門的な知識や技術を要し、

交換後の動作確認や周辺機器との調整等の豊富なノウハウ

が必要であるため、当該ポンプの製造、施工業者であり、か

つ、従来から当該装置の修繕やメンテナンス等に従事し、過

去の経緯や装置の特殊性を熟知している者でなければ適切

な修繕を行うことができないことから、上記の者と随意契約

を締結するもの。

契約事務の担当課等  福祉総務課

備       考

13



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  生活保護管理システム改修業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ８０８，５００円

契 約 締 結 日  令和６年９月６日

契 約 期 間 令和６年９月６日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、令和６年１０月に施行される生活保護基準の改

定に対応するため、生活保護管理システムの改修を実施する

ものである。

 業務の実施に当たっては、上記の者が現在使用している生

活保護管理システムの開発業者であり、他者に業務を履行さ

せた場合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所在

が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるた

め、上記の者と随意契約を締結するもの。 

契約事務の担当課等  福祉総務課

備       考
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光市長寿者祝品支給業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市光井二丁目２番１号

 社会福祉法人光市社会福祉協議会

契 約 金 額  ３，２９３，４２０円

契 約 締 結 日  令和６年７月１０日

契 約 期 間  令和６年７月１０日から令和６年１２月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本事業は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛

し、長寿を祝うことを目的として祝品を支給するものであ

る。

 上記の者は、光市長寿者祝品実施要綱に委託先として規定

された者であり、祝品を円滑かつ確実に受給者に配布するた

めの体制が確保されているため、随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市室積一丁目６番１号

 室積地区社会福祉協議会

契 約 金 額  １，７５９，５５０円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人

16



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市光井四丁目２８番１号

 光井地区社会福祉協議会

契 約 金 額  １，２３１，７５０円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市島田四丁目１３番１５号

 島田小学校区社会福祉協議会

契 約 金 額  ７４０，３５０円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市浅江三丁目１８番１１号

 浅江地区社会福祉協議会

契 約 金 額  ２，７６０，５５０円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市三井六丁目３番１号

 三井地区社会福祉協議会

契 約 金 額  ８２６，８００円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  敬老行事実施委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市大字岩田２４８３番１

 岩田・三輪地区社会福祉協議会

契 約 金 額  １，１３２，９５０円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第２条に規定する敬老の日を中心として、本市に居住

する７０歳以上（昭和２９年１２月３１日以前生）の方々に

敬老の意を表し長寿を祝うため、その趣旨に沿う関係行事を

積極的に推進し、老人福祉の増進に努めるものである。

 上記の者は、地域において高齢者等を対象とした各種行事

の運営に精通し、かつ、本行事の開催実績も豊富であること

から最も効果的かつ効率的な実施が可能であり、また、実施

目的が競争入札には適さないため、上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  高齢者支援課

備       考  単価契約 ６５０円／人
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  公立保育所エアコン

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市室積四丁目１０番５号 

 株式会社タムラ商事

契 約 金 額  ５４７，８００円

契 約 締 結 日 令和６年７月１２日

契 約 期 間 令和６年７月１２日から令和６年８月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、大和保育園保育室のエアコンが故障し、修理不能

となったため、新たにエアコンを購入するものである。

物品の調達に当たっては、室温を適切に保ち、園児の体調

管理に万全を期する観点から早急な対応が必要であり、競争

入札を執り行ういとまがないことから、本業務の履行が可能

な者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを条

件として随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  こども政策課

備       考
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  広域予防接種業務（Ｂ類疾病インフルエンザ）

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 山口市吉敷下東三丁目１番１号

 一般社団法人山口県医師会

契 約 金 額  ３７，７６４，５００円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年８月２６日

契 約 期 間 令和６年１０月１日から令和７年２月２８日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、予防接種法等の規定により、高齢者のインフル

エンザ感染や重症化を防ぐことを目的に実施するものであ

る。

業務の実施に当たっては、予防接種実施体制を確保するた

めに市外かかりつけ医による接種も可能となるよう、山口県

医師会及び山口県医師会以外の医療機関と契約を締結しよ

うとするものであり、予防接種に要する単価が統一単価とな

っていることから、競争入札には適さないため、随意契約を

締結するもの。

契約事務の担当課等  健康増進課

備       考
単価契約：一般 ３，４６０円／件、生活保護受給者 

４，９５０円／件、予診のみ １，３７５円／件

23



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 広域予防接種業務（Ｂ類疾病新型コロナウイルス感染

症）

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 山口市吉敷下東三丁目１番１号

 一般社団法人山口県医師会

契 約 金 額  １５１，８００，０００円（予定額）

契 約 締 結 日  令和６年９月２７日

契 約 期 間 令和６年１０月１日から令和７年２月２８日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、予防接種法等の規定により、高齢者の新型コロ

ナウイルス感染症の感染や重症化を防ぐことを目的に実施

するものである。

業務の実施に当たっては、予防接種実施体制を確保するた

めに市外かかりつけ医による接種も可能となるよう、上記の

者と契約を締結しようとするものであり、予防接種に要する

単価が統一単価となっていることから、競争入札には適さな

いため、随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  健康増進課

備       考
単価契約：一般 １３，２００円／件、生活保護受給者 

１５，３００円／件、予診のみ １，３７５円／件
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 令和６年度災害復旧測量設計業務（第１・２工区）

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

柳井市新庄３６７番地

有限会社岡山測量

契 約 金 額 １，１１１，０００円

契 約 締 結 日 令和６年７月２５日

契 約 期 間 令和６年７月２６日から令和６年９月１３日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

本業務は、令和６年７月１０日～７月１１日発生梅雨前

線豪雨により被災した農業用施設を早期に復旧するため、

被災箇所の測量及び設計を行うものである。 

農業用施設は甚大な被害を受けており、災害復旧工事に

よる緊急対応を行わなければ、営農活動が停止し、市民の

生命・財産に多大な影響が及ぶことから、災害復旧工事の

実施を前提とした本業務の緊急的かつ効率的な実施が不可

欠であり、競争入札の手続きを行ういとまがないことか

ら、本業務の履行が可能な上記の者から見積書を徴取し、

予定価格の範囲内であることを条件として随意契約を締結

するもの。 

契約事務の担当課等  農林水産課

備       考
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 令和６年度フィッシングパーク光海底状況調査等委託業

務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

岡山県倉敷市大畠一丁目６番１２号

海洋建設株式会社

契 約 金 額  ２，２６６，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月６日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、フィッシングパーク光の釣果向上を検討するた

めに、事前調査として海底状況の把握及び海底清掃作業を行

うものである。

業務の実施に当たっては、海底状況の把握及び海底清掃作

業実施後に貝殻リサイクル漁礁の設置が検討されているこ

とから、当該漁礁の開発・製造を手掛け、設置適否の判断が

可能な上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  農林水産課

備       考

26



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  令和６年度光漁港海岸保全施設整備調査業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都千代田区岩本町三丁目四番六号

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所

契 約 金 額  １２，３７５，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２０日

契 約 期 間 令和６年８月２１日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、島田川河口部に堆積している砂の土質が養浜材

として適しているかを調査するものである。

 業務の実施に当たっては、大規模養浜に向けてこれまでに

実施した測量の成果やモニタリングに基づく精査が不可欠

であり、測量及びモニタリングを行った上記の者以外には、

本業務を確実かつ効果的に履行できる者はいないため、随意

契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  農林水産課

備       考

27



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光漁港海岸保全施設整備事業に伴う移転補償

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市室積松原１１番７号

中松原自治会

契 約 金 額  ２２，５６８，８６７円

契 約 締 結 日  令和６年９月１８日

契 約 期 間 令和６年９月１８日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、光漁港海岸保全施設整備事業に伴う建物等の補償

を行うものである。

建物移転補償に当たっては、契約の相手方が限定されるた

め、所有者である上記の者と契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  農林水産課

備       考

28



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  ＤＸファーストステップ支援業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都渋谷区神宮前五丁目５２番２号

株式会社フォーバル

契 約 金 額  ５，９９９，４００円

契 約 締 結 日  令和６年７月２２日

契 約 期 間  令和６年７月２２日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、ＤＸに未着手の市内中小企業に対してＤＸの知

識の習得と取組の促進に向けた積極的なアプローチを行う

とともに、継続的な支援を通じてＤＸのモデルケースの創出

と市内企業への波及を図り、デジタル変革の促進と意識の底

上げによる地域商工業の育成を図るものである。

 業務の実施に当たっては、企業訪問による実態調査やＤＸ

に関する定期的なセミナーの開催、ＤＸに向けた具体的な取

組を行うための伴走支援等に効果的かつ戦略的に取り組む

必要があり、ＤＸ支援に関する高い専門性が要求される業務

であることから、競争入札に適さないため、公募型プロポー

ザル方式を実施したところである。

 上記の者については、ＤＸファーストステップ支援業務公

募型プロポーザル選定委員会による評価を経て優先交渉権

者に決定したことから、上記の者と随意契約を締結するも

の。

契約事務の担当課等  商工振興課

備       考

29



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 『「光」と「食」のわくわくフェスタ』イベント実施及び

広報企画等業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口県下松市南花岡一丁目３番１２号

リコージャパン株式会社デジタルサービス営業本部山口

支社山口営業部

契 約 金 額  ７，８３２，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月１日

契 約 期 間  令和６年７月１日から令和６年８月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、『「光」と「食」のわくわくフェスタ』における

体験型デジタルコンテンツ等を展開するとともに、広報企画

等の一部を担うことにより、子どもから大人まで幅広い世代

にご来場いただき、新市誕生２０周年をお祝いする機運の醸

成を図るとともに、まちの賑わいを創出しようとするもので

ある。

 業務の実施に当たっては、本市において過去に導入実績の

ない最新のデジタル技術を用いたコンテンツ等を、会場に合

わせて最適に配置する高い専門性が要求される業務である

ため、価格のみではなく業者の有するノウハウを基に提案さ

れる企画プロモーションを有効活用することにより、より効

果的かつ魅力的な企画を生み出すことが期待できることか

ら、競争入札ではなく公募型プロポーザル方式を採用したと

ころである。

 上記の者については、『「光」と「食」のわくわくフェスタ』

イベント実施及び広報企画等業務公募型プロポーザル選定

委員会による評価を経て優先交渉権者に決定したことから、

上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  観光・シティプロモーション推進課

備       考

30



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  道路占用管理システム改修業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市神田町５番１１号山口神田ビル

アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額 ８，４７０，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、道路占用管理システムの改修を行い、現在運用

している統合型ＧＩＳサーバへ搭載するものである。

 業務の実施に当たっては、当該システム及び統合型ＧＩＳ

の開発者である上記の者が両システムの構造を熟知し、円滑

なシステム移行が可能な唯一の者であり、他者に業務を履行

させた場合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所

在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるた

め、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  監理課

備       考

31



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  道路台帳調書システム改修業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市神田町５番１１号山口神田ビル

アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額 ７２６，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、道路台帳調書システムの改修を行い、現在運用

している統合型ＧＩＳサーバへ搭載するものである。

業務の実施に当たっては、当該システム及び統合型ＧＩＳ

の開発者である上記の者が両システムの構造を熟知し、円滑

なシステム移行が可能な唯一の者であり、他者に業務を履行

させた場合、システム障害等の不具合が生じた際の責任の所

在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるた

め、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  監理課

備       考

32



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 道路台帳附図スキャニング及び統合型ＧＩＳ道路網図更

新業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市神田町５番１１号山口神田ビル

アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額 １，２５４，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月５日

契 約 期 間 令和６年８月５日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

本業務は、道路台帳附図のスキャニング及び統合型ＧＩ

Ｓ道路網図への搭載並びに道路網図データの更新を行うも

のである。

 業務の実施に当たっては、統合型ＧＩＳの開発者である上

記の者が、全ての業務を一括して行うことで円滑に業務を遂

行でき、他者に業務を履行させた場合、システム障害等の不

具合が生じた際の責任の所在が不明確になるなど、著しい支

障が生じるおそれがあるため、上記の者と随意契約を締結す

るもの。

契約事務の担当課等  監理課

備       考

33



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
令和６年度 浅江川口台風（第１０号）対策ポンプ設置

業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市大字小周防１５２３番地１ 

株式会社川畑建設 

契 約 金 額 １，０１７，５００円

契 約 締 結 日 令和６年８月２７日

契 約 期 間 令和６年８月２８日から令和６年９月６日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

本業務は、台風第１０号の接近に伴い高潮被害の発生が懸

念されるため、水門を閉鎖した際に必要となる浅江排水路の

雨水強制排水装置として、排水ポンプ及び発動発電機を緊急

的に設置するものである。 

排水ポンプ等の設置に当たっては、台風の接近予測からポ

ンプ設置までの判断に要する期間が極めて短期間であり、競

争入札を執り行ういとまがないため、浅江川口水門の構造に

詳しく、ポンプ設置について十分な知識と技術力を有し、現

地及び当設備に精通している上記の者と予定価格の範囲内

であることを条件として、随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等 道路河川課

備       考

34



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  領家台住宅１棟１０３号空家修繕

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市中央三丁目６番８号

 光洋建設株式会社

契 約 金 額  １，０４０，６００円

契 約 締 結 日  令和６年８月９日

契 約 期 間 令和６年８月９日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、当該住戸において入居の申し込みがあったことか

ら、入居可能な状態にするために修繕を行うものである。

 住居は生活を営むのに不可欠な存在であり、早急に入居可

能な状態にする必要があるため、競争入札を執り行ういとま

がないことから、同種の修繕の履行が可能な者から見積書を

徴取し、安価な価格を提示した者と随意契約を締結するも

の。

契約事務の担当課等  建築住宅課

備       考

35



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  花園住宅２０６号空家修繕

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市中央四丁目１７番７号

 吉髙工務店

契 約 金 額  ５１０，４００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２０日

契 約 期 間 令和６年８月２１日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、当該住戸において入居の申し込みがあったことか

ら、入居可能な状態にするために修繕を行うものである。

 住居は生活を営むのに不可欠な存在であり、早急に入居可

能な状態にする必要があるため、競争入札を執り行ういとま

がないことから、同種の修繕の履行が可能な者から見積書を

徴取し、安価な価格を提示した者と随意契約を締結するも

の。

契約事務の担当課等  建築住宅課

備       考

36



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  高洲住宅１棟３２号空家修繕

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市中央三丁目６番８号

 光洋建設株式会社

契 約 金 額  ７９８，６００円

契 約 締 結 日  令和６年９月２４日

契 約 期 間 令和６年９月２５日から令和６年１０月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、当該住戸において入居の申し込みがあったことか

ら、入居可能な状態にするために修繕を行うものである。

 住居は生活を営むのに不可欠な存在であり、早急に入居可

能な状態にする必要があるため、競争入札を執り行ういとま

がないことから、同種の修繕の履行が可能な者から見積書を

徴取し、安価な価格を提示した者と随意契約を締結するも

の。

契約事務の担当課等  建築住宅課

備       考

37



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光市公開型ＧＩＳ導入業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 山口市神田町５番１１号山口神田ビル

 アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額  ４４，６６０，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月８日

契 約 期 間 令和６年７月９日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、公開型ＧＩＳを導入するものである。

 本業務の業者選定に当たっては、価格のみではなくシステ

ムの優劣や、操作性等について判断する必要があることか

ら、競争入札には適さないため、公募型プロポーザルを実施

したところである。

 上記の者は、光市公開型ＧＩＳ導入業務優先交渉権者等選

定委員会による評価を経て優先交渉権者に特定したもので

あり、この度、業務に関する交渉がまとまったことから、随

意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  都市政策課

備       考

38



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  令和６年度下水道台帳整備業務委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

山口市神田町５番１１号

アジア航測株式会社山口営業所

契 約 金 額 ２，８６０，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月１日

契 約 期 間 令和６年７月２日から令和６年１２月２０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、令和５年度に整備した施設等の情報を下水道台帳

管理システムに反映させ、下水道台帳を更新するものであ

る。

業務の実施に当たっては、上記の者が当該システム（統合

型ＧＩＳシステム）の開発者であり、システム構造を知り得

るものでなければ、本業務の履行が不可能であることから、

上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  下水道課

備       考

39



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 光市し尿等受入施設建設工事（土木建築工事）委託に関

する協定

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都文京区湯島二丁目３１番２７号

日本下水道事業団

契 約 金 額  ８７９，０００，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月２日

完 了 期 限 令和６年７月２日から令和８年３月３１日まで 

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、し尿等受入施設整備のための建設工事の積算・発

注・監督管理から精算報告までの業務を一括して委託するも

のである。

 本業務は、多分野にわたる高度な専門知識等が必要となる

特殊な業務であり、その監督管理には広範な専門知識に加

え、これらを総合的にとりまとめられる高度な技術力が求め

られることから、下水道等の汚水処理に関する専門的な知識

と高度な技術力を有する技術者を多数擁し、地方公共団体の

立場に立って建設工事の積算・発注・監督管理から精算報告

までを一括して行うことができる唯一の団体である上記の

者と随意契約するもの。 

契約事務の担当課等  下水道課

備       考

40



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 令和６年度光井ポンプ場等非常用発電装置保守点検業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

周南市鼓海二丁目１１８番５３号

ヤンマーエネルギーシステム株式会社山口営業所

契 約 金 額  ８２５，０００円

契 約 締 結 日  令和６年７月８日

契 約 期 間 令和６年７月９日から令和７年３月２５日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本業務は、光井、室積汚水中継ポンプ場及び潤田マンホー

ルポンプ場において非常用発電装置の保守点検業務を行う

ものである。

 本非常用発電装置は、上記の者が製造した装置であり、技

術的な使用環境など本装置の構造の詳細を知り得る者でな

ければ適切なメンテナンスの履行は不可能であるため、製造

メーカーである上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  下水道課

備       考

41



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  潤田マンホールポンプ場ＮＯ．１汚水ポンプ修繕

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

下松市中島町二丁目１番４５号

近藤商事株式会社

契 約 金 額  ３，３００，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２０日

契 約 期 間 令和６年８月２１日から令和７年３月２１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、潤田マンホールポンプ場ＮＯ．１汚水ポンプが、

設置後相当な年数が経過しているため、部品等の修繕を行う

ものである。

 本修繕の実施に当たっては、当該ポンプの構造の詳細を知

り得る者でなければ適切な修繕を行うことができないこと

から、当該ポンプの保守点検を行い、使用環境や状態を熟知

している上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  下水道課

備       考

42



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  小学校教師用指導書

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市中央二丁目４番３号

有限会社古川文具書店

契 約 金 額 ３，０９３，８０５円

契 約 締 結 日  令和６年７月１日

契 約 期 間 令和６年７月１日から令和６年８月２３日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、令和６年度から使用する小学校教科書の全面改訂

に伴い、新たな教科書に対応した指導書等を購入するもので

ある。

指導書等は、教科書発行会社から教科書供給会社を経て各

市町の教科書取次供給店への納入という流通過程が構築さ

れていることから、小学校への指導書等の納入取扱いが可能

な者は、当該市町の指定された教科書取次供給店に限定され

るため、市内で唯一の教科書取次供給店である上記の者と随

意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考

43



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 インターネット接続ファイアウォール用ライセンス更新

業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

広島県広島市中区八丁堀３番３３号

株式会社日立ソリューションズ西日本

契 約 金 額  ７２９，３００円

契 約 締 結 日  令和６年７月２３日

契 約 期 間 令和６年７月２３日から令和６年８月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、教育用情報システム等の安定稼働を維持するた

め、インターネット接続ファイアウォール用ライセンスの更

新業務を委託するものである。

 ファイアウォール関連機器は、上記の者が導入及び設定を

行っており、この機器と密接な関連のあるライセンスである

ため、他者に業務を履行させた場合、責任の所在が不明確に

なるなど、システム等の使用に著しく支障が生じるおそれが

あることから、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考

44



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  外国語指導助手居住用建物賃貸借契約

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都港区港南二丁目１６番１号

大東建託パートナーズ株式会社

契 約 金 額  １，７１２，４００円（契約期間全体の執行予定額）

契 約 締 結 日  令和６年７月２４日

契 約 期 間 令和６年８月１日から令和８年７月３１日まで 

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 外国語指導助手が居住する住宅の賃貸借契約であり、契約

の相手方が必然と特定されるため。

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考  地方自治法第２３４条の３に規定する長期継続契約

45



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
島田中学校体育館前方吊上式バスケットゴールセーフ

ティロッキングベルト修理

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市中央三丁目５番３０号

 株式会社光スポーツ

契 約 金 額  ７４８，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２２日

契 約 期 間 令和６年８月２２日から令和６年９月２０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、島田中学校体育館ステージ前に設置された吊上式

のバスケットゴールが故障し、下がったまま収納できなくな

ったため、修理を行うものである。

 バスケットゴールが収納できなければ、全校集会をはじめ

とする体育館での学校行事や体育の授業といった学校運営に

支障が生じるため、早急な実施が不可欠であり、競争入札を執

り行ういとまがないことから、修理が可能な者から見積りを徴

し、安価な価格を掲示した者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考

46



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 周防小学校自動火災報知設備・受信機交換

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市島田二丁目１１番６号

 光ポンプ商会 

契 約 金 額  ５２８，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２３日

契 約 期 間 令和６年８月２３日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、周防小学校の自動火災報知設備・受信機が故障した

ため、修繕するものである。

 本設備は、火災発生時における初動体制上極めて重要な役割

を果たす設備であることから、施設利用者や職員に著しい危険

が及ばないよう早急に修繕する必要があり、競争入札を執り行

ういとまがないため、即時対応可能な上記の業者と随意契約を

締結するもの。

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考

47



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  室積中学校西側トイレ棟２階男子トイレ改修工事

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市室積二丁目６番１３号

吉岡組

契 約 金 額  １，６０３，８００円

契 約 締 結 日  令和６年９月１７日

契 約 期 間 令和６年９月１７日から令和６年１１月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、室積中学校西側トイレ棟２階男子トイレが故障し、

使用ができなくなったため、改修工事を行うものである。 

当該トイレは、主に生徒が使用するトイレであり、早急に使

用可能な状態にする必要があることから、競争入札を執り行う

いとまがないため、同校のトイレ改修工事の実績を有し、即時

対応が可能な上記の者と予定価格の範囲内であることを条件

に随意契約を締結するもの。 

契約事務の担当課等  教育総務課

備       考

48



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光市立大和小学校校歌制作業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 東京都渋谷区宇田川町３３番７号

 株式会社つばさレコーズ

契 約 金 額  ９５９，２００円

契 約 締 結 日  令和６年７月３１日

契 約 期 間 令和６年７月３１日から令和６年１２月２７日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

本件は、令和７年４月１日に開校となる光市立大和小学校

の校歌について、作詞、作曲等の業務を委託するものである。

 上記の者は、施設一体型の小中一貫やまと学園の新設に関

する所掌事項について審議するための協議体である施設一

体型小中一貫やまと学園準備委員会が推薦する作詞・作曲家

の所属先であり、上記の者以外と契約することができないた

め、随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  ひかり学園推進課

備       考

49



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名 
 施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本設計に係る

アドバイザリー業務

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 東京都千代田区永田町二丁目１３番１０号プルデンシャル

タワー１２階

 株式会社教育環境研究所

契 約 金 額  ２，９７０，０００円

契 約 締 結 日  令和６年８月２日

契 約 期 間 令和６年８月２日から令和７年３月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、施設一体型小中一貫やまと学園の新設に係る施設

整備基本設計に対するアドバイザリー業務を委託するもの

である。

 上記の者は、施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本

計画の策定に際して助言等を受けた者が所属する団体であ

り、本計画を深く理解するとともに業務遂行に関する広い知

見を有しており、他者では整備方針の一貫性が損なわれるお

それがあるため、随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  ひかり学園推進課

備       考

50



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  浅江中学校移転改修工事

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

 光市島田二丁目２５番１２号

浅江中学校移転改修事業時盛建設・末延建設・巽設計コ

ンサルタント異業種特定建設共同企業体

契 約 金 額  １，３７５，０００，０００円

契 約 締 結 日  令和６年９月３０日

契 約 期 間 令和６年１０月１日から令和８年１月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本工事は、浅江中学校の移転に先立ち、移転先となる旧光

丘高等学校の校舎、体育館、武道場、プール及び付帯設備の

改修を行い、教育環境の整備を図るものである。

工事に当たっては、設計・施工一括発注方式による民間事

業者の技術やノウハウを活かした早期の整備実現を図るた

めに、公募型プロポーザルを実施した結果、上記の者を優先

交渉権者として選定したことから、予定価格の範囲内である

ことを条件に、上記の者と随意契約を締結するもの。

契約事務の担当課等  ひかり学園推進課

備       考

51



様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光市総合体育館送電線修繕

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

光市光井二丁目４番５号

株式会社三電

契 約 金 額  ３，２５０，５００円

契 約 締 結 日  令和６年９月２日

契 約 期 間 令和６年９月２日から令和６年９月３０日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、光市総合体育館へ電力供給するための高圧ケーブ

ルに不具合が生じ、停電が発生していることから、緊急の修

繕を行うものである。

 本施設は貸館施設であり、多くの事業が予定されているた

め、早急な修繕が必要であり、競争入札を執り行ういとまが

ないことから、即時対応が可能な上記の者と随意契約を締結

するもの。

契約事務の担当課等  スポーツ推進課

備       考
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様式第２号（第５条関係）

随意契約締結結果概要書

整理番号

契 約 件 名  光市立学校給食センター調理等業務委託

契 約 の 相 手 方 の 

所 在 地 及 び 名 称 

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

株式会社ジーエスエフ

契 約 金 額 
 ５２３，５６７，０００円（契約期間全体の執行予定

額）

契 約 締 結 日  令和６年８月６日

契 約 期 間 令和６年９月１日から令和１１年７月３１日まで

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

随意契約によること

とした理由

 本件は、光市立学校給食センターにおける調理等業務を委

託するものである。

 業務の実施に当たっては、業務の性質上、衛生管理や調理

技量などの専門性や高度な技術力など価格以外の要素によ

って契約の相手方を選定する必要があり、公募型プロポーザ

ル方式により書類審査やプレゼンテーションを実施した上

で、上記の者を優先交渉権者として選定したことから、予定

価格の範囲内であることを条件に上記の者と随意契約を締

結するもの。

契約事務の担当課等  学校給食センター

備       考  地方自治法第２３４条の３に規定する長期継続契約
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